
２４ 薬事衛生対策 

 〔現況及び施策の状況〕 １ 医薬品等の安全性確保対策   医薬品等は，医療に不可欠なものである反面，副作用もあるため，医薬品等の品質，有効性及び安全性の確保が非常に重要である。 県民が安全な医薬品等を安心して使用できるように，関係施設等に対する監視指導の徹底を図るとともに，医薬品の適正使用の推進及び緊急医薬品の確保などに努める。 
 ２ 医薬品関連産業の活性化対策   医薬品関連産業は，知識集約型，省資源型の産業として今後の成長が大いに期待されているところであり，その健全な育成を図ることは，本県の産業振興はもとより，県民医療の面からも極めて重要である。このため，薬事指導体制の充実，講習会の開催などの活性化対策に取り組むとともに，薬事経済調査による医薬品関連産業の実態把握に努める。 
 ３ 新型インフルエンザ対策  新型インフルエンザ発生時に備え，抗インフルエンザウイルス薬を人口の 45％相当備蓄する国の方針に基づき，分担要請のあった 56.9 万人分（タミフル 53.9 万人分，リレンザ 3 万人分）を平成 18～23 年度の間で備蓄した。今後も，国の分担要請に応じた抗インフルエンザウイルス薬の備蓄を継続する。 
 ４ 薬物乱用防止対策   覚せい剤等の薬物の乱用は，暴力団関係者のみならず，一般県民にまで広がっており，特に乱用者の低年齢化傾向が見られ，また違法ドラッグによる健康被害などが全国的に多発し，深刻な社会問題となっているため，関係機関と連携して啓発活動や薬物依存者等の相談業務などに取り組む。 
 ５ 血液事業対策   輸血用血液製剤は国内自給で賄えるようになったが，血漿分画製剤は一部の製剤を除き未だに輸入に頼っている。また，輸血用血液製剤を必要とする高齢者が増える一方，献血を支える１０～２０代若者の献血者が減少してきた現状がある。このため，若年層への献血思想の普及啓発や献血組織の育成強化など，献血者の確保対策に積極的に取り組むとともに，貴重な血液を大切に使うための適正使用の推進に努める。 
 ６ 温泉事業対策   現在，広島県内には349の源泉（平成25年3月31日現在）がある。近年，健康志向の高まりから温泉に対する需要が増大しているため，温泉資源の保護と適正利用の推進に努める。 
 ７ シックハウス対策   近年，住宅の高気密化や化学物質を放散する建材・内装材の使用などにより，新築・改装後の住宅や  ビルにおいて，化学物質による室内空気汚染が原因とみられる様々な体調不良が居住者に生じている状  態（シックハウス症候群）が数多く報告されている。   症状が多様で，症状発生の仕組みをはじめ，未解明な部分も多く，また様々な複合要因が考えられることから，情報収集に努め，関係機関と連携して県民からの相談に応じるとともに，広報啓発を推進する。 
 



〔事業の内容〕 １ 医薬品等の安全性確保対策 （1） 薬事等監視指導事業（予算額 3,098千円） ア 医薬品等の監視指導 薬局，医薬品販売業及び医薬品等を業務上取り扱う施設の立入検査，収去検査を実施し，医薬品等の適正な管理，取扱い等を指導する。また，医薬品等製造販売業及び製造業の施設の立入検査，収去検査を実施し，医薬品等の有効性・安全性の確保に努める。（昭和35年度創設）  第1表 薬事監視指導状況                                   （単位 施設，件）  
 イ 無承認無許可医薬品等の監視指導      いわゆる健康食品について，容器包装やチラシ，パンフレット等の監視指導を行うとともに，試買検査を実施し，国及び他都道府県と連携して無承認無許可医薬品に該当するものを排除する。（昭和52 年度創設） また，平成 19 年から規制対象となった指定薬物についても販売店等に対して，監視指導を行っており，平成 23年度及び平成 24年度には指定薬物が検出されたことから販売中止等の指示を行った。 今後も関係機関と連携して排除に努める。 
 第2表 無承認無許可医薬品の監視指導状況                                  （単位 件） 区        分 店     頭     等     調     査 監 視 件 数 不 適 正 数 違 反 件 数 平 成 24 年 度     3,885        35          0 平 成 23 年 度       4,337        42          0 平 成 22 年 度       5,400        40          1 
 ウ 毒物劇物の監視指導      毒物劇物の製造業，輸入業，販売業及び業務上取扱施設等の立入検査，収去検査を実施し，毒物劇物による危害の防止等安全確保に努める。（昭和 25 年度創設）  第3表 毒物劇物監視指導状況                                                                 （単位 施設，件） 区          分 対 象 施 設 数 監 視 延 件 数 平 成 24 年 度       2,266       1,147 平 成 23 年 度            2,305            1,180 平 成 22 年 度            2,365            1,313 
 エ 農薬の危害防止      6月1日から8月31日までを農薬危害防止運動月間とし，農林水産局と連携して広報活動，講習会，立入検査及び現地講習を実施し，農薬に対する正しい知識を普及して，農薬による危害を防止する。（昭和44年度創設）   

区     分 対 象 施 設 数 監 視 延 件 数 平 成 24 年 度 18,907 4,535 平 成 23 年 度 18,838 4,935 平 成 22 年 度 18,595 5,158 



第4表 農薬による事故発生状況                                           （単位 件） 区        分 自      殺 事      故 自 殺 未 遂 そ  の  他 計 平 成 24 年 度         0          0          0          0 0 平 成 23 年 度         0          0          0          0 0 平 成 22 年 度         0          0          0          0 0 
 オ 家庭用品の監視指導     規制対象家庭用品の試買検査を実施し，不良製品の排除に努める。（昭和45年度創設）    （2） 薬事等許可登録事務事業（予算額 9,717千円）     薬務課及び各保健所・支所において薬事法，毒物及び劇物取締法等に基づく許可及び登録等を行う。（昭和35年度創設）       一般用医薬品の販売制度の改正に伴う登録販売者試験を行うとともに，その合格者の登録を行う。(平成20年度創設)  （3） 医薬品の適正使用推進事業（予算額 454千円） ア 薬事関係の啓発      県民に対し，薬の正しい知識の普及を図るため，(社)広島県薬剤師会が｢くすりと健康の週間」の行事の一環として行う「くすりと健康の相談窓口事業」に対し助成する。また，同会が地域の保健衛生の向上を図るための制度として設けている，薬事衛生指導員の資質向上と育成に努める研修会活動に助成する。（昭和48年度創設） イ 医薬品の適正使用の推進      医薬品の適正使用を普及，推進するため，「かかりつけ薬局」の機能を活用し，県民が安心して医薬品等を使用できる体制を構築する。（平成6年度創設）      また，地域住民全体に医薬品の適正使用の思想を啓発するとともに，地域の実情に即した形で「お薬手帳」を利用した医薬品の適正使用を推進する。（平成8年度創設）      さらに，医薬品の適正使用を推進するため，広島県地域保健対策協議会において，地域包括ケアシステム推進における薬局薬剤師の役割について検討する。（平成14年度創設） ウ 適正な医薬分業の推進      近年の医薬分業の進展など薬局を取り巻く環境の変化をふまえ，薬局の地域住民に信頼される｢かかりつけ薬局｣としての機能を充実するため，平成21年度に改訂した｢広島県薬局業務運営ガイドライン｣に基づいた指導を行い，良質な医療の提供に寄与する。（平成6年度創設）   （4） 薬局機能情報提供事業（予算額 4,202千円）※医務課分含む 薬局から報告を受けた薬局機能情報を県ホームページで公表し，県民・患者による薬局の適切な選択を支援する。（平成19年度創設）  （5） 予防医材需給調整事業（予算額 3,252千円）     医療機関に対して感染症の予防に必要なワクチン及び緊急時用の治療血清等の円滑な供給を行う。     また，そのための需給量調査を行う。（昭和53年度創設） （6） 毒物中毒治療薬備蓄事業（予算額 441千円）     毒物中毒患者発生時に，速やかに治療薬を医療機関に供給する。（平成10年度創設） 



 ２ 医薬品関連産業の活性化対策 （1） 医薬品関連産業活性化対策推進事業（予算額 2,741千円）     医薬品関連産業の育成振興のため，各種事業を行う。  第5表 医薬品等製造販売（製造）業者施設数（平成24年度末）                                        （単位 施設）             業  種 実  態 製造販売業 製造業 計 医      薬      品 10  28 38 医   薬   部   外   品  9  13 22 化            粧            品 31  33 64 医 療 機 器 （医療機器修理業）       28 (195)  36       64 (195) 計       78 (195) 110      188 (195)  ア 薬事指導機能の強化     県内医薬品等製造販売（製造）業者を対象として，保健環境センターの協力を得てバリデーション適合性等の実地指導を実施するとともに，全国薬事指導協議会へ参画する。（昭和39年度創設）  第6表 実地指導実施状況 実 施 回 数 調 査 品 目 数 対  象  施  設 5 回 8 品目 5 施設 
             （注）実地指導：医薬品の製造管理及び品質管理等の方法が適正である旨の検証の正確性に関する指導 イ 講演会，講習会の開催      医薬品等製造販売（製造）業者を対象に，最新かつ適正な薬事情報を提供するため，講習会を開催する。（昭和 61 年度創設）  第7表 講習会の開催状況 開 催 回 数 対  象  者 参 加 者 数 1 回（2 日間） 医薬品等製造販売・製造業者 102名 
 （2） 薬事経済調査事業（予算額 2,996千円）     医薬品等の適正な生産と健全で円滑な流通を確保するため，厚生労働省の委託を受け，各種調査を    実施する。（昭和55年度創設） ア 薬事工業生産動態統計調査      医薬品等の生産（輸入販売）の実態を明らかにするため，医薬品等製造業者等に対して実施する。  第8表 薬 事 工 業 生 産 の 状 況                                      （単位 件，千円） 区        分 医   薬   品 衛  生  材  料 医  療  機 器 医 薬 部 外 品 件数 生 産 額 件数 生 産 額 件数 生 産 額 件数 生 産 額 平 成 24 年 度 173 18,279,006 24 59,106 168 11,094,175 45 6,703,073   イ 医薬品価格調査(隔年)     健康保険法の規定により厚生労働大臣が定める「使用薬剤の価格（薬価基準）」の基礎資料を得るための調査を実施する。 



 第9表 医薬品価格調査の状況                                    （単位 件） 区    分 平成21年度調査客体数 平成23年度調査客体数 販売側 卸売一般販売業者  36  49 薬 局   1   0 購入側 医療機関・保険薬局  60  72  ウ 特定保険医療材料価格調査(隔年)     健康保険法の規定により厚生労働大臣が定める「特定保険医療材料の価格（材料価格基準）」の基礎資料を得るための調査を実施する。  第10表 特定保険医療材料価格調査の状況                                      （単位 件） 区        分 平成21年度調査客体数 平成23年度調査客体数 販売側 医 科 向 販 売 業 者 125 130 歯 科 向 販 売 業 者  17  17 購入側 医療機関・保険薬局 112 122 
 エ 医薬品等価格経時変動調査（他計調査）     市場の実勢価格を的確に薬価基準及び材料価格基準に反映させるため，医薬品を販売している卸売一般販売業者及び特定保険医療材料の販売業者を対象とし，市場価格の変動を調査する。  第11表 医薬品等価格経時変動調査の状況                                        （単位 件）        区          分   調 査 対 象   調 査 品 目 数 

  平 成 24 年 度 医          薬           品               2 500 特  定  保  険  医  療  材  料               2   5 
 ３ 新型インフルエンザ対策   抗インフルエンザウイルス薬の備蓄 （予算額 213,174千円） 新型インフルエンザ発生時に備え，平成17年11月に国から分担要請のあった23.8万人分の抗インフルエンザウイルス薬（タミフル）を平成18～19年度で備蓄した。   国は，平成20年10月，「新型インフルエンザ対策行動計画」を見直すに当たり，備蓄目標量を人口の23％から45％に引き上げることとしたため，広島県でも国の要請に基づき33.1万人分（タミフル：30.1万人分，リレンザ：3.0万人分）を平成21年度から3か年で追加備蓄した。   また，新型インフルエンザ発生時の医療機関等への抗インフルエンザ薬の供給方法について，平成21年4月に発生した新型インフルエンザ（A/H1N1）（H23.4.1から「インフルエンザ(H1N1)2009」）への対応を基に，検証と見直しを継続して行う。  第12表 抗インフルエンザウイルス薬備蓄状況                                       （単位 万人分） 区分 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 計 タミフル 11.9 11.9 0 15.1 5.0 10.0 53.9 リレンザ 0 0 0 2.0 1.0 0 3.0 
 ４ 薬物乱用防止対策 （1） 麻薬覚せい剤等監視指導事業（予算額 2,408千円） 



ア 麻薬取扱者への監視指導 家庭麻薬製造業者，麻薬卸売業者，麻薬小売業者，麻薬診療施設等に対する監視指導を行い，医療用麻薬の適正な保管・管理等の徹底を図る。（昭和28年度創設） 
 第13表 麻薬取扱者監視指導状況                                （単位 施設，件） 区     分 対 象 施 設 数 監視指導延件数 平 成 24 年       2,885          902 平 成 23 年           2,955               809 平 成 22 年           2,799                781 
 イ 向精神薬取扱者への監視指導 向精神薬卸売業者，向精神薬試験研究施設，医療機関，薬局等に対する監視指導を行い，向精神薬の保管・管理等の徹底を図る。（平成 2年度創設） 
 第14表 向精神薬取扱者監視指導状況                                （単位 施設，件） 区      分 対 象 施 設 数 監視指導延件数 平 成 24 年          6,772             922 平 成 23 年          6,740             910 平 成 22 年          6,731             954  ウ 覚せい剤等取扱者への監視指導     覚せい剤等取扱者への監視指導を行い，覚せい剤等の適正な保管・管理等の徹底を図る。（昭和    26年度創設） 
  第15表 覚せい剤等取扱者監視指導状況                                 （単位 施設，件） 区       分 対 象 施 設 数 監視指導延件数 平 成 24 年           6,410             824 平 成 23 年           6,453             814 平 成 22 年           6,461             954  （2） 覚せい剤等薬物乱用防止対策事業（予算額 2,080千円） ア 薬物乱用対策推進本部の運営 (ア)薬物乱用対策推進本部の設置     薬物乱用対策を効果的，効率的に推進するため，県内の関係機関・団体（19機関・2団体）で構成する広島県薬物乱用対策推進本部を設置し，総合的，一体的な広報啓発活動，取締活動等を行う。（昭和28年度創設） (イ)薬物乱用防止広報強化等の月間の実施      次の期間を啓発月間等と定め，この期間に各種啓発事業を実施し，薬物乱用による弊害の恐ろしさを広く訴える。（昭和28年度創設）  第16表 啓 発 月 間 等 の 期 間 区              分 期        間 自生けし撲滅 平 成 2 5 年 4 月 1 日 か ら 6 月 3 0 日 ま で 不正大麻・けし撲滅運動 平 成 2 5 年 5 月 1 日 か ら 6 月 3 0 日 ま で 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 平 成 2 5 年 6 月 2 0 日 か ら 7 月 1 9 日 ま で 麻薬・覚せい剤乱用防止運動 平 成 2 5 年 1 0 月 １ 日 か ら 1 1 月 3 0 日 ま で 



・啓発用ポスターの掲示     薬物乱用防止を訴えるポスターを掲示し，啓発に努める。    ・懸垂幕の掲示     県庁及び関係機関の庁舎に懸垂幕を掲示し，薬物乱用防止を訴える。    ・ラジオ等の広報媒体を利用しての啓発活動     ラジオ等を利用して，薬物乱用の弊害を広く訴える。    ・キャンペーン     県内9箇所で626ヤング街頭キャンペーンを行うとともに，ポスターを掲示する。    ・注射器取扱者，シンナー販売業者に対する指導     注射器取扱者及びシンナー販売業者に対して，注射器等の適正な保管管理を指導する。 (ウ)保護者対象薬物乱用防止教室の開催       中学生の保護者を対象とした薬物乱用防止教室を開催し，家庭における薬物乱用防止機能の強化を図る。（平成14年度創設） (エ)啓発用資料の作成・配布及び啓発用視聴覚教材の整備・貸出      県内の中学生，高校生等から募集した図案を採用してポスター，チラシを作成し，配布するとともに，ビデオ等を整備し，県民に貸出しを行う等広く啓発に努める。（昭和62年度創設） (オ)薬物専門講師の養成      地域，学校，家庭における薬物乱用防止教育啓発事業の質的向上を図るため，薬物乱用防止指導員，学校薬剤師等から薬物専門講師を養成する。（平成11年度創設） (カ)不正大麻・けし及び自生けし撲滅運動の実施       大麻及び麻薬成分を含むけしは一般に栽培が禁止されており，不正栽培防止の徹底を図る。特に，鑑賞を目的としたけしの不正栽培を撲滅するため，開花期に合わせて栽培防止に努めるとともに，自生けしの撲滅にも努める。（昭和35年度創設）  第17表 け し ・ 大 麻 除 去 状 況                                                                               （単位 本） 区   分 不 正 け し 不 正 大 麻 自 生 け し 自 生 大 麻 平 成 24 年 度 0 0 33,132 0 平 成 23 年 度 0 0 66,283 60 平 成 22 年 度 0 0 86,600 2  イ 薬物乱用防止指導員の配置      地域で保健衛生や健全な社会環境づくりを推進するため，薬物乱用防止に熱意と理解のある県民に広島県薬物乱用防止指導員を委嘱し，地域に根差した啓発活動の展開を図る。      また，平成元年度に県内５地区に協議会を設置し，その後４地区を加え，地域の実情に応じた啓発活動を展開してきた。      なお，平成 11 年度から指導員の活動に相談指導を加え，薬物乱用者及びその家族に対する相談指導の充実強化を図っている。（昭和 62 年度創設）      



広島県薬物乱用防止指導員配置状況 広島県薬物乱用防止指導員協議会 広島県薬物乱用防止指導員391名          広 島 市 地 区         海 田 地 区        芸 北 地 区        尾 三 地 区         備 北 地 区             138名        18名              21名               40名              25名      広 島 地 区        呉  地  区        東 広 島 地 区       福 山 地 区     27名                39名                28名                55名  ウ 薬物依存者等再乱用防止 (ア)県立総合精神保健福祉センター等における薬物相談      県立総合精神保健福祉センター等において，薬物依存者及びその家族に対する相談指導等を実施する。（平成 11 年度創設）     ・薬物相談事業推進連絡会議の設置     相談窓口を有する関係機関による，相談・指導業務のネットワーク化を図る。（平成11年度創設）    ・家族教室の開催     薬物依存者の家族に対して，薬物依存・中毒に対する正しい知識を普及するとともに，依存者の回復を支援するための基本的・具体的な対応方法について指導する。（平成 12 年度創設）    ・個別相談窓口の設置     薬物依存者及びその家族に対し，精神科医等の専門家による継続的な個別指導を行う。 （平成11年度創設）    ・再乱用防止対策      薬物乱用経験者に対し，再乱用防止プログラムを実施する。（平成21年度創設） (イ)保健所等における薬物相談      県保健所・支所に覚せい剤等相談窓口を設置し，地域住民からの薬物乱用に関する相談に応じ，正しい知識の普及に努める。（昭和63年度創設）      なお，広島市，呉市，福山市保健所にも同様に相談窓口が設置されている。 (ウ)薬物中毒者等に対する指導      麻薬中毒者の早期発見と精神保健指定医による診療及び措置入院等，中毒者の医療保護に努める。      また，広島刑務所における薬物事犯による受刑者に対して，薬物精神衛生講座を実施し，再犯防止に努める。（昭和38年度創設） 
 ５ 血液事業対策 （1） 献血思想普及啓発事業（予算額 2,192千円） 各種事業を展開し，医療に必要な血液の確保に努める。（昭和40年度創設）    



第18表 保健所（支所）及び政令市等献血参加実績                                       （単位 人） 区分                      年度別実績 保健所・保健所支所 平成24年度実績 平成23年度実績 平成22度実績 
移動 献血 西 部 3,063 3,844 4,054 西 部 広 島 支 所 6,102 5,961 6,856 西 部 呉 支 所 882 901 821 西 部 東 5,000 5,497 5,282 東 部 5,188 5,562 5,382 東 部 福 山 支 所 969 1,053 1,036 北 部 1,888 2,180 2,394 広 島 市 32,220 30,323 29,214 呉 市 7,243 7,258 7,762 福 山 市 6,029 5,842 5,504 計 68,584 68,421 68,305 献 血 ルーム 

本通出張所（献血ルーム「もみじ」） 46,082 44,716 46,447 福山市出張所（献血ルーム「ばら」） 11,553 10,932 12,064 計 57,635 55,648 58,511 合          計 126,219 124,069 126,816 
                                                                                           ア 広島県献血推進大会の開催 毎年7月に全国的に展開される「愛の血液助け合い運動」に呼応して，市町等の協力を得て，広報誌，ポスター，リーフレット等による献血推進の広報活動を進めている。 また，その一環として，「広島県献血推進大会」を，県，日本赤十字社広島県支部及び広島県献血推進協議会が共催し，献血功労者及び献血推進ポスター入賞者の表彰を行うなど献血意識の高揚に努めている。（昭和47年度創設） イ 広島県献血推進協議会の開催 昭和39年8月の閣議決定に基づき，昭和40年2月に設置された。本協議会は県内の各界の代表者により構成され，翌年度の広島県献血推進計画の策定等を協議している。 ウ 献血推進担当者会議の開催 市町等の献血推進協議会の担当者を対象に会議を開催し，献血計画の策定及び関係者の献血意識の高揚を図っている。（昭和61年度創設） エ 若年層への普及啓発 若年層への普及啓発の一環として，高校生を対象に献血への理解を促す啓発資材を作成，配布する。また，県内の中・高校生，特別支援学校中・高等部生徒を対象に献血推進ポスターの図案を募集する。（平成12年度創設） オ 複数回献血の推進        献血者に対して次回の献血を促す啓発資材の作成，配布等複数回献血への呼びかけを行う。 カ 献血推進組織の活動支援 各市町献血推進協議会と協力して，県内各地で開催されている行事と連動した献血のイベントを啓発資材の提供等を通じて支援する。  （2） 血液製剤使用適正化事業（予算額 356千円） 昭和61年度から行っているこの事業を発展させ，平成23年度から医療関係者，医療関係団体及び学識経験者からなる県合同輸血療法委員会を設置し，医療機関における輸血療法委員会相互の情報交換を図り県内輸血医療の標準化に取り組む。（昭和61年度創設） 



６ 温泉事業対策   温泉指導事業（予算額 276千円） （1） 温泉掘削等許可・監視指導     温泉の保護及びその利用の適正を図るため，掘削等の許可を行うとともに，監視指導を行う。（昭和23年度創設） 
 第19表 温泉掘削等許可・監視指導状況                                      （単位 施設，件） 区    分 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 源   泉 総 数 349                     343                 339 許可数 掘   削 3                    4 4 増   削                    －                    －                    － 動 力 装 置 3 4                     5 立 入 検 査 回 数 20                  16                 15 利用施設 総 数 190 185                    187 利 用 許 可 数 35                   17                    29 立 入 検 査 回 数 153                  87 95  （2） 温泉分析機関の登録     温泉の分析機関の登録を行うとともに監視指導を行う。     平成24年度末現在の登録分析機関数は，2件である。（平成14年度創設）  ７ シックハウス対策 （1） 保健所等におけるシックハウスに関する相談     県保健所・支所及び薬務課を窓口として，県民からのシックハウスに関する相談に応じ，健康被害の予防及び軽減を図る。（平成12年度創設）  （2） 広報啓発の推進     室内空気汚染による健康被害の予防及び軽減を図るため，県のホームページを活用し，広報啓発を推進する。（平成14年度創設）  第20表 相 談 受 理 件 数                                       （単位 件） 区   分 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 相   談 7                 8                 5 
 

 


